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講習内容

１．食品衛生法改正後の給食施設に
関わる手続きについて

２．令和５年時点の食中毒発生状況と
過去に発生した大規模な食中毒事例

３．監視時に多い指導事項とその注意点
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平成30年6月 食品衛生法の改正

食品衛生法の歴史
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明治１１年「アニリン其他鉱属製ノ絵具染料ヲ以テ
飲食物ニ著色スルモノノ取締方」

明治３３年「飲食物其ノ他ノ物品取締ニ関スル法律」

＜戦後＞
昭和２２年 食品衛生法

平成１５年 食品安全基本法の公布
食品衛生法の改正



【環境の変化】
世帯構造の変化、消費者の食に対する意識の変化など
・ 少子高齢化や働き方が多様化

→ 調理済み加工食品や外食、中食への
ニーズが社会的に増加

・ 消費者全体に健康志向 → 健康食品の利用の広がり

・ 食のグローバル化 → 輸入食品の種類の増加

食中毒発生件数の下げ止まり
・ 毎年約１０００件の食中毒事例が発生

【国際化】
・ 食品の輸出促進を見据え、国際標準と整合的な食品衛生

管理が求められる

食品の安全を取りまく環境の変化と、国際化に沿う流れ

食品衛生法改正の背景
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１．大規模又は広域におよぶ「食中毒」への対策を強化

２．「HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理」を制度化

３．特定の食品による「健康被害情報の届出」を義務化

４．国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備

５．「営業許可制度」の見直しと「営業届出制度」の創設

６．食品等の「自主回収（リコール）情報」は行政への
報告を義務化

食品衛生法改正の概要

給食施設に関わる手続きについて要確認
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許可制度と届出制度の概要

厚生労働省「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会 資料より抜粋
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給食施設における変更点

改正前

● 福島県では「集団給食施設の衛生確保に関する要綱」で設置届等に
ついて規定

● 厚生労働省の運用上の取扱いとして、集団給食施設（病院、学校等）
が外部事業者に調理業務を委託している場合は、営業許可の取得は不要

改正後

● 福島県の「集団給食施設の衛生確保に関する要綱」は廃止

● 集団給食施設は食品衛生法（第５７条第１項）の規定に基づき営業届等
を要する

● 給食施設が外部事業者に調理業務を委託している場合、受託事業者は
営業許可を要する
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給食施設における手続きの概要

※ 少数特定の者を対象とする給食施設（１回の提供食数が２０食程度未満の給食施設）
については、届出の規定は適用されない
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「調理業務」を外部事業者に委託した場合は、その他の業務の

委託状況に関わらず、受託事業者は許可が必要

※ 受託事業者はＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が必要だが、衛生管理

計画については、受託事業者及び委託側（学校、病院など）

の衛生管理の役割分担に応じて作成すること

給食施設の許可取得の要否

8



ＨＡＣＣＰ
に沿った
衛生管理

食品衛生
責任者の
設置

施設基準 手数料 継続 変更届

許可営業 ○ ○ ○ ○ ○ ○

届出営業 ○ ○ △ ※ × × ○

※ 福島県の場合、届出営業に該当する給食施設は

許可営業の施設基準を準用して指導している

許可と届出の各種手続きの違い
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講習内容

１．食品衛生法改正後の給食施設に
関わる手続きについて

２．令和５年時点の食中毒発生状況と
過去に発生した大規模な食中毒事例

３．監視時に多い指導事項とその注意点
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厚生労働省 令和５年食中毒発生状況（概要版）
（https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001213031.pdf）

コロナ禍で
一度減少

再度
増加

食中毒事件数・患者の推移（全国）
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https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001213031.pdf


福島県 食品生活衛生課 食中毒発生状況を基に作製
（https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045e/syokutyuudoku-joukyou.html）
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事件数 患者数 死者数

R3年 35 109 0

R4年 50 62 0

R5年 32 392 0



過去の大規模な食中毒事例（給食施設）

埼玉新聞（https://www.saitama-np.co.jp/articles/14955/postDetail）

✓海藻サラダと患者便から
耐熱性毒素遺伝子 astA保有の
大腸菌 O7:H4 を検出

✓海藻サラダで用いられた海藻類は
前日に水戻しされた後に加熱されて
おらず、更に水戻し後に保管していた
冷蔵庫が長時間10℃以上となっていた

✓調理業者の役員及び調理担当職員が
書類送検

✓2020(令和2)年6月26日
埼玉県八潮市で発生
患者は児童・生徒及び教職員
合わせて 2,958人（確定数）

13



過去の大規模な食中毒事例（給食施設）

日本経済新聞（ https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1705P_X10C14A1000000/）

✓小学校で調理されていた給食は十分
に加熱されていたため、
外部から仕入れ、かつ直前加熱され
ていない食パンと断定

✓患者の便及び製造所の作業服と
トイレのスリッパから
ノロウイルス GⅡが検出

✓2014年(平成26)年1月15日
静岡県浜松市で発生
患者は児童・生徒及び教職員
合わせて 1,271 人

✓市が製造業者に対し営業禁止処分
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過去の大規模な食中毒事例（相双管内）

✓当該事業者は同年８月３１日に廃業届提出
図１ 日別患者発生状況

国立感染症研究所 (https://idsc.niid.go.jp/iasr/23/272/kj2723.html)

✓営業自粛４日間、営業停止命令４日間

・元々商店であった施設に器具機材が設置されたため、
非汚染区域の中心に食材の搬入口があった

・食材の多くが前日調理されていたほか、調理終了から
喫食まで最大７時間を経過するものもあった

・手洗い設備が小型で全員が十分に手洗い出来て
いなかった 等

複合的な要因で発生
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講習内容

１．食品衛生法改正後の給食施設に
関わる手続きについて

２．令和５年時点の食中毒発生状況と
過去に発生した大規模な食中毒事例

３．監視時に多い指導事項とその注意点
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調理場内に不衛生なもの（ダンボール、新聞紙等）
を持ち込まないこと。

食品又は添加物を製造し、加工し、調理し、貯蔵し、又は販
売する場所に不必要な物品等を置かないこと。

食品衛生法

施設は、衛生的な管理に努め、みだりに部外者を立ち入らせ
たり、調理作業に不必要な物品等を置いたりしないこと。

大量調理施設衛生管理マニュアル

Check Point

原材料を包装しているダンボール等は、検収室で撤去しましょう。

よくある指導事項１
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食品衛生法施行規則第66条の２の第１項 別表第17 ２ ロ

Ⅱ重要管理事項 ５．その他（２） 施設設備の管理③



汚染区域から非汚染区域へ移動する際は履物を交
換するか、十分に消毒すること。

Check Point

調理台や運搬車を移動させる場合は、そのキャスター部
も含めて洗浄消毒してください。

大量調理施設衛生管理マニュアル

・手洗い設備、履き物の消毒設備（履き物の交換が困難な場合
に限る。）は、各作業区域の入り口手前に設置すること。

・下処理場から調理場への移動の際には、外衣、履き物の交換
等を行うこと。（履き物の交換が困難な場合には履き物の
消毒を必ず行うこと。）

よくある指導事項２
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Ⅱ重要管理事項 ５．その他（４）調理従事者等の衛生管理⑧

Ⅱ重要管理事項 ５．その他（１）施設設備の構造④



シンク近傍で食品を取扱う際は、シンクからの跳
ね水に注意すること。

Check Point

シンクと作業台の間に仕切りを設置する等でも対策が可能です。

よくある指導事項３
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・シンク等の排水口は排水が飛散しない構造であること。

大量調理施設衛生管理マニュアル

・シンクは原則として用途別に相互汚染しないように設置するこ
と。特に、加熱調理用食材、非加熱調理用食材、器具の洗浄等に
用いるシンクを必ず別に設置すること。また、二次汚染を防止す
るため、洗浄・殺菌し、清潔に保つこと。

Ⅱ重要管理事項 ３．二次汚染の防止（８）

Ⅱ重要管理事項 ５．その他（１）施設設備の構造⑦



冷凍庫の記録について、検食用冷凍庫内温度が
－２０℃を上回っている日があるので、ドアの
開閉による一時的な上昇か常態的な上昇かを確
認し、対応すること。

検食は、原材料及び調理済み食品を食品ごとに５０ｇ程度ず
つ清潔な容器（ビニール袋等）に入れ、密封し、－２０ ℃
以下で２週間以上保存すること。

大量調理施設衛生管理マニュアル

Check Point

検食用冷凍庫の温度の確認時に、冷凍庫のドアの開け
閉めにより一時的に－２０ ℃を上回っていた場合、時
間をおいて再度確認し、適切に記録を残しましょう。

よくある指導事項４
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Ⅱ重要管理事項 ５．その他（３）検食の保存



加熱後冷却する食品について、 30分以内に
20℃程度もしくは60分以内に10℃程度になる
よう適切な方法で冷却すること。

加熱調理後、食品を冷却する場合には、食中毒菌の発育至適温
度帯（約２０℃～５０℃）の時間を可能な限り短くするため、
冷却機を用いたり、清潔な場所で衛生的な容器に小分けするな
どして、３０分以内に中心温度を２０℃付近（又は６０分以内
に中心温度を１０℃付近）まで下げるよう工夫すること。
この場合、冷却開始時刻、冷却終了時刻を記録すること。

大量調理施設衛生管理マニュアル

よくある指導事項５

Check Point

冷却開始時刻、冷却終了時刻の記録も忘れずに行いましょう。
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Ⅱ重要管理事項 ４．原材料及び調理済み食品の温度管理（３）①



原材料の納入業者が定期的に実施する自主検
査結果の提出を求め、１年間保管すること。

原材料について納入業者が定期的に実施する微生物及び
理化学検査の結果を提出させること。その結果について
は、保健所に相談するなどして、原材料として不適と判
断した場合には、納入業者の変更等適切な措置を講じる
こと。検査結果については、１年間保管すること。

大量調理施設衛生管理マニュアル

Check Point

適切にファイリングしているか確認しましょう。

よくある指導事項６
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Ⅱ重要管理事項 １．原材料の受入れ・下処理段階における管理（２）



食中毒発生時及び検便検査で陽性となった
場合の対応について計画しておくこと。

Check Point

ノロウイルス検出時の対応についても計画しておきましょう。

大量調理施設衛生管理マニュアル

・高齢者や乳幼児が利用する施設等においては、平常時から施設長を
責任者とする危機管理体制を整備し、感染拡大防止のための組織対応
を文書化するとともに、具体的な対応訓練を行っておくことが望まし
いこと。また、従業員あるいは利用者において下痢・嘔吐症の発生を
迅速に把握するために、定常的に有症状者数を調査・監視することが
望ましいこと。

・集団給食施設等においては、衛生管理体制を確立し、これらの重要
管理事項について、点検・記録を行うとともに、必要な改善措置を講
じる必要がある。

よくある指導事項７
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Ⅰ趣旨

Ⅲ衛生管理体制 １．衛生管理体制の確立（１７）



温度計等の計器類について、機能を定期的に点検し、
点検の結果を記録すること。

温度計、圧力計、流量計等の計器類及び滅菌、殺菌、除菌又
は浄水に用いる装置にあつては、その機能を定期的に点検し、
点検の結果を記録すること。

食品衛生法

Check Point

中心温度計等の精度確認を行い、
適切に計測できているか確認しましょう。

よくある指導事項８
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食品衛生法施行規則第66条の２の第１項 別表第17 ３ ニ



機器の精度確認（校正）の方法

※ HACCP入門のための手引書（大量調理施設における食品の調理編）より抜粋 25



Email  sousou.syokuhin@pref.fukushima.lg.jp 

福島県相双保健所 生活衛生部
衛生推進課 食品衛生チーム

食品衛生に関するお問い合わせ

0244-26-1358
0244-26-1339

TEL

FAX 0244-26-1332
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